
鹿島ライオンズクラブ内規

盤島ライオンズクラブはクラブ運営と事業安円滑にナるため、ライオンズクラブ、必携会期者選守するととも

に、内規を制定し、その隣成策としてクラブの活性化を期するものとする。

第1条会員

会員は、静良な徳性の持ち主で地場詳土会において声望のある成年で、会員IJ第3条B項規定に従うものとする。

会員は正会員と名誉会員と僅持会員とし、理事会にほかり伊j会の承認を待て決定される。

正会員は伊除に出席する義務者要し、鱒軒欠席連続4密以上してはならなし、

第2条入 金

蓉除員予窓者をスポンサーする場合は、事前iこその入会予定者の人格、生活状態、会費納入能力、{9ij会出席

の可訟性等を→分調査し、理事会にはかり、承認、を得たよで推薦することとする。

第3条 入会金およ悩当時� 
1項会員は次に定める入金金及て賂費を納入しなければならない0 

2項入会金�  50，()(お丹

会費�  120，000PJ(1ヵ年間)

前期� (7Aから� 12月)60，民泊円、議期� (1丹'"'-'6月)60，成泊丹

(内訳漉営費 70，任お円、事業費20，ぼ均円、食事費30，α刃向)� 

3項飽クラブよち転纏会員おより強制金融機関・首公庁等の関係者は本クラブに入金しているものが

較勤し、次時惟したものが引き続き千械として入会する場合および1ヶ年以内の世興会員は入会

金者免除する。� 

4項 本クラブ、の会費納入期隈は、前期は� 7A 20日まで、後期は1月20自までとする。掲釧'せについ

てはクラブの指定金融機関への自製振替とする。� 

5項新入会員は該当する期開の会費をつき割ちに換算して全額入会と問時に納入しなければならない。� 

6項名誉会員は年会費を免除とするα� 

7項優待合員は年会費を30，α刃円とする。

第4条退 会

会員が退会する場合は、退会結を会長に提出し、理事会がそれ在承認したときから発効する。

ただし、すべての未納金を支払うこと。

すでに納入した会費は返還しなしも

その也、会員の資格喪失はライオンズクラブ会員せによることとする。

第5条 役員の構成と選出� 

1項次期役員は原則として指名委員会において選出されるが、当クラブとしては第� 1商会長が会長とな号、

それぞれ累進し、� 2年理事は1年理事となることとし、� 2年理事は前年渡の会長おより幹事がなるこ

とが望まししも� 

2嘆第3顔絵長およひ智津博は、本人の内諾を得たよで充てることが望まししもただし役員を揖名委員会

に於いて指名された場合は、原町としてこれを較否しないこととする。� 

3噴指名委員は7名程度とし、会長がこれを桂命する。� 
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4噴キャぜネット役員の選出基準について

埠区役員: 会長経験者より!膜に、?とだし年令を加味することが出来る。� 

Z C 1案議長三投義経験者から選出� 

2案 工業の該当者がいなし場合(路整等)会長経験者より選出� 

R C 1案之C経験者から選出� 

2案� 1案の該当者がいない場合{辞退等〉会長経験者より選出

第6条 理事会および委員会� 

1項理事会の構成員は鎖悌8識に滑ずるが、理事会の会合iこ出諾した構成員の瀦半数による決議は理

事会全体の決議とする。� 

2項会議は毎月� 1回以上開催することとし、議事縁詰速やかに幹事に提出しなけれ誌ならな凡� 

3項会議会合に要した費用は灘常持より支給し、議事録提出時に支払うものとする。

第7条 委員舎の設置と指導力背成接員会について

委員会の設置と指導力背成委践金比ついて、会員Ijに従って運営委員会、事業番員会の内より主要な委員会を

設置しているが、特記指導力育成磐員会は歴代の会長経験者が委員となり、クラブ会長を補佐する。
」

第8条 交際妻、擁奏、事務紫、事務所管理費� 

1項投員およむ喰員がクラブの公式な会合告書関委員会、年次大会、主役研修会、ブラザークラブの式

典等〉その龍理事会が認める{緊急の場合は事後承認を縛る)郊線上嘉誠な会合に参加する場合は、

これに饗する費用主クラブ運営費より支給する。� 

2項旅費、支給額およて瀧蕗

。旅費一般乗車券、急l~T券(実費)、自家患の場合伶ゾーン内え筏治問料夜城察内 3，技量3 円

約栃木、千葉県内急成治円(ニ)新潟、群馬県拘&(紛持

2)借泊費中級純捜の宿泊料(一万円を限度とする) 

3)合議費およて月掛紳ヰは金額

4，)333-A、日、� C地区以外における公式会合組際大会、アジアフォーラム等)に参加する場合は

梅外は全て� 20，α)()円、国内は半額とする、但し姉妹能携の鹿島島根LCは� 30，低渇円とする、そ

れ以外の場合は理事会にはかり決定する。� 

3項事務所は践嶋市まちづくり市民センター内に設鰹し、珊事会に於いて任命された事務担当者はクラ

ブ欝採の事務一切を処理するものとし、事務費として年間� 96万円を支払うものとする。"'-

第9条農事態窓

会員の慶弔およが箆舞金に撰して下記の金額おより記念品を漉営費より贈呈する。

1.誕生説 3広治問麗晃年度ごとに記念品を三投が決める0 

1 結婚説会員20，託児詞� 

3.出産説会員の実子�  10，成治問� 

4.新築説会員の居舗および住農の磐磯記念品� 15広掲円程産� 

5.働丙晃葬会員� 20成時円、配{離� 10，織内、

但し、入院1週間以上、鴎弔静養ーヶ足以上と認められるもの。� 

6.弔 慰会員�  50.成田円、配偶者間川治問、実子 10，任追開討呈し興援に譲る)

(養)父母 10，悦治円(磯父母は除く)、掻父母5広治丹(fJ!し向勝に殻る〉

弔慰金制也iこ供花…輪(祖父母は除く)

在籍5年以上、退会� 5年以内の元会員に対する弔意については、

通知しクラブより弔協議?贈る。
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7.非常災議 10，任給円以上 50，仮泊円を際震とする。

理事会にて協議し災瞥の程度によって判断決定する。この場合伊j会で事後

承認を受けるα{豆し緊急を要し樫事会の苧続きを経ることができなし場合

は、三投が協議の上行い、事後例会に報告、殺器、を受ける。 

8.在籍記念、記念品践坑)()問韓度

会員が転瀦およむ精気、住勝移転でやb会得なb耀患で退会する場合は、

在籍記念品を贈呈する。

館関誌支給しなし九 

9.その他本規定に定めのない襲弔を必要とする場合は、理事会において協議決定し、

伊陰の承認を得ること。

第 10条 褒糞規定 
1境会長、幹事、余計が在期満γの際は、 10，伎泊門組度の窓錦記意品を贈る。{呈し留任の際誌除く。 

2礎年間純出席率  1∞%および 90%以上の会員には 5，試刃円から 10，江沼関緯度の記念品を贈る。

慌し、三役と事務局は鋒く。

第 11条 内規の改廃

本規定の改療は、理事会が審議決定し朝陰の承認を得て行う。

第 12条 旗行日

本内規は 1984年 7月 1日より実施する。

政均4年 7)号、第 5条 4項を承認、・付言己

間年  7月、第 8条 3墳ならびに第 10条 2壌を設定


笈腕年明、第号条  6項に付記
 

2007年 7丹、第8条3壊を改定
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